
 

 

 

 

１ 第１次試験日  令和４年９月１８日（日） 

２ 職種・受験資格・募集人数 

  活字印刷文による出題に対応できる方で次の条件を満たす方（学歴不問） 

募集職種 受  験  資  格 募集人員 

栄養士 
平成５年４月２日以降生まれで、栄養士免許取得者又は 

令和５年３月末までに栄養士免許取得見込みのかた 
若干名 

保健師 
平成５年４月２日以降生まれで、保健師免許取得者又は 

令和５年３月末までに保健師免許取得見込みのかた 
若干名 

※次に該当する方は、受験することができません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

② 三鷹市を懲戒免職になり、その日から２年間を経過していない者 

③ 日本国憲法施行の日以後に、日本国憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者 

３ 申込手続 

(1) 申込期間 

  令和４年８月 19 日（金）午前 10 時～８月 26 日（金）午後３時【受信有効】 

 (2) 申込方法 

 インターネットで申込みをしてください。 

 東京共同電子申請・届出サービス（以下、「電子申請サービス」という。） 

から申込みをしてください。 

 申込みの際に、写真、履歴書等は必要ありません。 

 「電子申請サービス」にアクセスし、申請者情報登録を行ってください。 

 「電子申請サービス」の「申請先の選択」から「三鷹市」を選択してください。 

登録した「ＩＤ」と「パスワード」を使用し、受験申込みを行ってください。 

 画面の指示に従ってすべての必要事項を正しく入力し、受付期間中に送信してください。 

 申込みの際に設定されたＩＤ及びパスワードは受験票のダウンロードに必要となりますので、必

ず控えをとって保管してください。ＩＤ等の照会は、理由を問わず応じられません。 

 申込内容の修正や入力内容についての問合せには応じられないため、申込登録完了画面は必ず印刷及

び保存してください。 

 (3) 注意事項 

 重複して申込みをすることができません。入力内容に誤りがないか必ず確認し、受験申込みを行って

ください。 

 申込手続を中断すると、申込みが完了せず、採用試験を受験することができません。また、申込手続は

時間に余裕をもって行い、送信後、申込みが完了していることを必ず確認してください。 

 システム障害対応のために申込受付期間中にシステムを停止する場合や、使用している機器や通信回

線上の障害等が発生した場合のトラブルについては、一切責任を負いません。 

 車椅子又は補装具の使用等、試験の際に身体的配慮が必要な場合は、試験会場準備のため必ず申し込

む際に三鷹市総務部職員課へ連絡してください。 

 インターネットでの申込みができない場合は、三鷹市総務部職員課へ連絡してください。 

 

 

 

三鷹市職員募集要項 

電子申請サービス 

トップページ 

申込受付画面 



 (4) 受験票の交付 

 受験票は、９月６日（火）から９月９日（金）までの期間に順次配信します。 

 「電子申請サービス」から受験票をダウンロードし、印刷してください。 

 受験票に写真１枚（最近６ヵ月以内に撮影したもの（縦４cm×横３cm）、上半身、脱帽、正面向き、

背景無地）を必ず貼付のうえ、試験当日に会場に持参してください。 

 プリンターをお持ちでない場合は、印刷機器がある施設や、コンビニエンスストア等のプリントサー

ビスを利用し、印刷してください。 

 ９月 12 日（月）までに受験票が配信されない場合は、三鷹市総務部職員課へお問い合わせください。 

 迷惑メールフィルタ等の影響により、電子メールが届かない場合があります。電子メールが届かなく

ても、登録したＩＤ及びパスワードでログインし、印刷してください。 

４ 試験日程・方法等 

(1) 第１次試験 

区  分 内                   容 

試 験 日 令和４年９月１８日（日） 

試験時間 午前10時00分～午後２時45分の予定 ※午前９時30分集合（時間厳守） 

会  場 
三鷹市役所又は杏林大学井の頭キャンパス 
※試験会場は、受験票にてお知らせいたします。 

持 ち 物 受験票、鉛筆又はシャープペンシル（HB）、消しゴム、昼食 

科  目 
及 び 

時  間 

共通（栄養士・保健師） 

教 養 試 験 
（120分） 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識、文章理解、判断・数的推理、
資料解釈 

栄養士 

専 門 試 験 
(90分) 

社会生活と健康、人体の構造と機能、食品と衛生、栄養と健康、栄
養の指導、給食の運営 

保健師 

専 門 試 験 
(90分) 

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論 

 

(2) 第１次試験後の日程 

時
期 

第１次試験合格者 
の 発 表 時 期 

第２次試験の 
実 施 時 期 

第３次試験の 
実 施 時 期 

最終合格者の 
発 表 時 期 

日

程 
10 月５日(水) 10 月下旬 11 月下旬 11 月下旬 

 第２次試験は、第１次試験合格者に対して、個別面接試験を行います。 

 第１次試験合格者は、第２次試験実施前にエントリーシートをご提出いただきます。詳細は、第１次 

試験合格通知にてお知らせします。 

 各日程及び内容等については、都合により変更になることがあります。 

５ 受験時の配慮 

  駐車場を利用する方（自動車がなければ試験会場に来られない方に限ります。）、補装具（車椅子、補聴

器など）や環境調整用ヘッドホンの使用、拡大鏡（ルーペ）の使用、付添人の同伴又は着席位置の配慮

など、その他受験の際に配慮が必要な方は、受験申込みの際に三鷹市総務部職員課へご連絡ください。

なお、問題における字の大きさはおおむね９ポイントで実施します。 

６ 採用方法 

(1) 合格者は職員採用候補者名簿に登載され、職員の欠員等に応じて令和５年４月１日以降順次採用します（必

ずしも令和５年４月１日に採用されるとは限りません。）。ただし、既卒者については、令和５年１月以降に

採用する場合もあります。 

 



 (2) 職員採用候補者名簿の有効期限は、１年間です。 

 

７ 勤務先 

(1) 栄養士 小中学校、保育園、健康推進課、子ども発達支援センター 

(2) 保健師 健康推進課、保育園、障がい者支援課、労働安全衛生課、高齢者支援課、 

      子ども家庭支援センター、子ども発達支援センター 

 

８ 待遇 

(1) 給与 

初 任 給 

栄養士 

(例)２年制短大新卒の場合 

180,665円 

（令和４年４月実績。地域手当含む。） 

保健師 

(例)大学新卒の場合 

211,255円 

（令和４年４月実績。地域手当含む。） 

この初任給は目安であり、採用前に一定の基準を充たす経験を有する方は、初任給加算

等に関する基準により経験年数加算を行っています。 

手 当 扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当など 

 給与額は、給与改定等により増減する可能性があります。 

(2) 勤務時間・休暇 

勤務時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分 勤務時間及び休日は、配置先により異なる場合が

あります。 休  日 完全週休２日制（日・土曜日） 

休  暇 年次有給休暇 年 20 日（年初めの付与日数）、夏季休暇５日、出産育児関連休暇など 

(3) 保養施設 

   東京都市町村職員共済組合直営の保養所（伊豆）のほか、全国に契約旅館があります。 

９ 第１次試験会場 

  三鷹市役所（東京都三鷹市野崎一丁目１番１号）又は杏林大学井の頭キャンパス（東京都三鷹市下連雀五丁目

４番１号）（受験票にてお知らせいたします。） 

10 問い合わせ先 

  三鷹市総務部職員課人事研修係 

  〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目１番１号 本庁舎３階 

  電話 0422-29-9166 

  ホームページ https://www.city.mitaka.lg.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三鷹市の概要 

市政施行 昭和 25 年 11 月３日 

姉妹都市 福島県西白河郡矢吹町、兵庫県たつの市 

市 の 木 いちょう 

市 の 花 はなかいどう 

 

 

 

 

 

 

 

三  鷹  市  行  政  機  構  図（令和４年８月１日現在） 

市 長  副 市 長  企 画 部 ・総合企画・調整、財政、秘書、広報、情報政策に関すること。 

    総 務 部 ・ 議会・法務、職員の人事等、契約・庁舎管理、防災、市民の安全・安心、

用地取得、広聴・情報公開・個人情報保護に関すること。 

    市 民 部 ・戸籍・住民記録・市政窓口、市税、国民健康保険に関すること。 

    生 活 環 境 部 ・ 市民活動、環境管理、廃棄物の処理・環境衛生、産業振興・消費者保 

護・観光に関すること。 

    スポーツと文化部 ・ 芸術文化、生涯学習、スポーツに関すること。 

    健 康 福 祉 部 ・ 地域福祉、障がい者福祉、高齢者福祉・介護保険、生活福祉、保健に 

関すること。 

    子 ど も 政 策 部 ・ 児童青少年・若者・多世代交流、子どもの育成、子どもの手当、子ど 

もの発達支援に関すること。 

    都 市 整 備 部 

 

 

都 市 再 生 部 

 

・ 都市計画・開発指導・住宅対策、公共施設の整備・維持・公有財産 

の管理、道路・橋りょう等・都市交通・交通安全、建築基準行政事務、下 

下水道等水再生、緑化・公園に関すること。 

・ まちづくりの推進、道路整備計画、東京外かく環状道路に関する事務、 

三鷹市庁舎・公会堂周辺の再整備、三鷹駅前再開発事業に関すること。 

    法 務 監 ・ 法務に関すること。 

  会計管理者  会 計 課 ・出納に関すること。 

 

議 会  議 会 事 務 局 ・市議会に関すること。 

 

教育 委 員会 

 

教 育 長 

教 育 委 員 会 

事 務 局 

教 育 部 

・ 市立小学校・中学校の設置・管理、教育委員会職員の人事に関すること。 

選挙管理委員会  選挙管理委員会事務局 ・選挙の管理執行等に関すること。 

監査委員  監 査 事 務 局 ・事務事業監督、住民監査請求等監査に関すること。 

農業委員会  農業委員会事務局 ・農地の管理・利用・調整、地域農業振興に関すること。 

固定資産評価審査委員会  ・固定資産課税台帳登録事項の価格に関する審査に関すること。 

 

 

 

 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ 


